
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県障害者自立支援協議会 

開催結果 

  

資料３ 



 

 

平成28年度第２回三重県障害者自立支援協議会 概要 

       日時  平成29年2月14日（火）13:30～16:20 

場所  三重県人権センター 大セミナー室 

 

１ 議題 

（１）就労移行の充実に向けて（Ｐ３～） 

県では、平成 26年度に策定した平成 27～29年度みえ障がい者共生社会づく

りプランにおいて、障がい者雇用に関する取組を重点的取組に位置付けており、

その取組内容としては、①障がい者の就労に向け、就職に向けた準備、求職活

動、就労定着などの段階に応じた、個人の適性に応じた支援、②福祉施設から

一般就労への移行を促進するため、就労系障害福祉サービス事業所における機

運の醸成や障害者就業・生活支援センターの機能強化と工賃の向上、③企業へ

の障がい者雇用に対する理解の促進および、新たな雇用の場の開拓などによる、

障がい者の適性に応じた職場や職域の拡大、としている。 

本県の平成 28年の民間企業における障がい者の実雇用率は、法定雇用率を

超える 2.04％（全国 20位）となったが、福祉施設から一般就労への移行は伸

び悩んでいる状況にある。 

そこで、伸び悩みの原因、一般就労への支援のあり方、また、就労継続の支

援のあり方について、意見をいただいた。 

（委員から） 

・就労継続支援Ｂ型の利用者には、Ｂ型と生活介護のグレーゾーンの方がいて、

一般就労へ向かっている人もいるが、生活介護に近く、居場所になっている人

もいる。 

・福祉施設から一般就労への移行には、計画相談が重要である。セルフプランが

多い地域もあり、これをどうにかしていく必要がある。 

・相談支援専門員の意識が就労にいっていない場合がある。中途障がいの場合等

に復職支援をしてもらえるところが無い。 

・特別支援学校の生徒の進路先として、就労移行支援事業所のイメージがあまり

ないため、就労移行支援事業所に行く流れが出来ていない。もっとＰＲの必要

がある。 

・就労継続支援Ｂ型事業を選ぼうとするとき、それぞれの事業所の特色、何にウ

ェイトを置いているのかが分かりにくい。 

 

 （２）差別解消・偏見解消の取組について 

平成 28年 4月に障害者差別解消法が施行され、県では、法律の周知を図る

ために啓発等を行うとともに、相談窓口や三重県障がい者差別解消地域支援協

議会を設置し、相談への対応や相談事案の共有に取り組んでいる。 

また、平成 28年 7月に発生した、相模原市における障害者入所施設におけ

る殺傷事件では、犯人の障がい者に対する偏見、蔑視があり、さらに、犯人自

身も精神科病院への措置入院歴があるなど、社会の障がい者への偏見が助長さ



 

 

れる恐れのある事件となった。 

県では、根強く存在する、障がい者への差別と偏見の解消に向けて、障害者

差別解消法に基づいた取組や偏見解消を目的としたイベント等を行っている

が、今後、差別と偏見の解消に向けて、私たちは、どのような意識を持つべき

なのか、また、取り組んでいくべきこと等について、具体的な意見をいただい

た。 

（委員から） 

・相模原事件のようなことが起こったら、自分が家族や仲間を守りたい。 

・次の議題ともつながるが、自分が地域移行をしたときに日常生活用具の設置や

更新時に多大な自己負担を強いられた。これも障がい者に対する虐待と言える

のではないか。 

 

（３）サービス等利用計画附属の地域移行アセスメントシート（案）について 

（Ｐ１１～） 

サービス等利用計画は、真の障がい者のニーズに基づいたアセスメントと利

用計画に沿って複数のサービス等の調整を行うことで、一体的・総合的に障害

福祉サービスを提供されることにより、本人中心の支援を受けることが可能と

なるものとされている。 

しかし、施設入所中の障がい者の場合には、その多くが現状の障害福祉サー

ビスの内容を是として入所を継続する内容となっているため、地域移行のニー

ズ、可能性について検討がなされていない状況にある。 

そこで、三重県障害者自立支援協議会に設置している地域移行課題検討部会

において、サービス等利用計画に附属して使用するための地域移行アセスメン

トシート（案）を検討したので、その考え方、また、（案）の内容について、

意見をいただいた。 

（委員から） 

・アセスメントシートの作成にあたっては、内容を当事者にも見せて欲しい。ま

た、アセスメントシートの記入にあたって結論を誘導していくような形になら

ないように配慮するべきである。 

・利用者からの聞き取り時に施設職員の同席は必須とする必要はないと思う。 

・相談支援専門員が何を持って可能とするのか、何を持って困難とするのか、判

断が難しい。 

 

２ 報告 

（１）人材育成検討部会（Ｐ２０～） 

   三重県障害者自立支援協議会に設置している人材育成検討部会における平

成 28年度の取組状況について説明した。 

 

（２）医療的ケア課題検討部会（Ｐ２５～） 

   三重県障害者自立支援協議会に設置している医療的ケア課題検討部会にお

ける平成 28年度の取組状況について説明した。 



障がい福祉課 

一 現在の取組状況 

  障がい者の自立を支援するため、障がい者雇用施策と連携しながら個々の

障がい者の就労意欲、能力、適性に応じた一般就労を促進します。 

 

１ 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス 

（１）就労移行支援 

   就労を希望する 65歳未満の障がい者で、一般企業等に雇用されることが

可能と見込まれる者に対して、①生産活動、職場体験等の活動の機会の提

供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、②求職

活動に関する支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職

場への定着のために必要な相談等の支援を行う（利用期間：2年）。 

事業所数（H29.2.1） 定員(H29.2.1) 利用者数(H28.4.1) 

３１箇所 ３６６人 ２５２人 

 

（２）就労継続支援 

ア 就労継続支援Ａ型 

  一般企業等に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可

能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産

活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要

な訓練等の支援を行う。 

事業所数（H29.2.1） 定員(H29.2.1) 利用者数(H28.4.1) 

７１箇所 １，２９０人 １，３２２人 

 

イ 就労継続支援Ｂ型 

   一般企業等に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困

難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他

の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支

援を行う。 

事業所数（H29.2.1） 定員(H29.2.1) 利用者数(H28.4.1) 

２０１箇所 ３，８９１人 ３，０７０人 

 

２ 障害者雇用促進法に基づく事業 

障害者就業・生活支援センター 

就業及びこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を必要とする障が 

い者に対し、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、社会

福祉施設、医療施設、特別支援学校等の関係機関との連絡調整、支援対象

者の状況の把握、事業主に対する雇用管理に関する助言、関係機関に係る

情報の提供、その他の支援対象者が職業生活における自立を図るために必

要な援助を総合的に行う。 

年度 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 H26 H27 

登録者 2,238 人 2,453 人 2,696 人 3,026 人 3,420 人 

 



３ 県独自の取組 

（１）社会的事業所創業支援モデル事業 

働く意欲を持つ障がい者が地域で自立して生活するための基盤として、

「福祉的就労」でも「一般就労」でもない新たな就労の場を創設するため、

障がい者 5 人以上を雇用する社会的事業所の創業と安定的な運営の支援を

行う。 

・平成 27年度実績 事業所 4か所（尾鷲市、鈴鹿市、亀山市、伊勢市） 

          障がい者従業員数 計 26人 

 

（２）障がい者就労安心事業 

障がい者の就労の継続を支援するため、施設退所後 2 年以内に一般就労

した障がい者に対し、施設職員による月 2 回程度の面接・訪問等により、

就労の継続に必要な相談支援を行う。 

・平成 27年度実績 支援者数 75人 

 

（３）知的障がい者就労支援講座 

就労を希望する知的障がい者に対し、障害者居宅介護従事者基礎研修履

修のための研修、介護施設等における体験実習を行い、障がい者施設での

介護ヘルパー資格など就職のために必要な基本的な知識技能を身につける

ための講座を開催する。 

・平成 27年度実績 受講者数 5人（うち就職者数 2人） 

 

（４）県の機関における知的障がい者・精神障がい者職場実習事業 

行政機関における受入れ体制や業務の切り出し等について検討するとと

もに、県職員の障がい者に対する理解の促進を図るため、就労を希望する

知的障がい者、精神障がい者に対し、県の機関において、職場実習を行う(実

習期間 3ヶ月以内)。 

・平成 27年度実績 実習人数 知的障がい者 3人、精神障がい者 1人 

 

（５）工賃向上計画支援事業 

工賃向上に意欲的な事業所等に対し、経営コンサルタント等を派遣する

ことにより、事務の効率化や経営改善等を図り、各事業所における商品、

サービスの改善等について技術的支援を実施するとともに、事業所向けに

セミナーを開催する。 

・平成 27年度実績 コンサルタント派遣 42件、セミナー開催 5回 

 

（６）共同受注窓口事業 

福祉的就労事業所に対する受注の仲介、調整等を共同して行う窓口の運

営、工賃向上に向けた販路拡大、品質管理の指導等を行う法人に対し支援

を行う。 

・平成 27年度実績 取扱額 69,644千円 

 

（７）障害者優先調達推進法に基づく障害者就労施設等からの調達の推進 

障がい者が就労する事業所等の仕事を確保し、その経営基盤を強化する



ことにより、障がい者の経済的な自立を図るため、毎年度、調達目標を含

めた調達方針と実績を策定、公表し、障害者就労施設等や障がい者雇用促

進企業等への優先的な発注を進める。 

・平成 27年度実績 

 調達目標 調達実績 実績／目標 

障害者就労施設等  24,100千円 40,698千円 168.9％ 

障がい者雇用促進企業等  33,900千円 43,262千円 127.6％ 

     計  58,000千円 83,960千円 144.8％ 

 

 

 

二 今後の取組方向 

（１）企業等への就労を希望する障がい者に、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練を行う、就労移行支援事業所の設置促進、サービス

の質の確保を図ることが必要です。 

・事業所の設置に向けた相談や協議への対応、開設後の指導・監査の実施 

・施設整備補助金による整備支援 

・サービス管理責任者等事業所職員研修の充実 

 

（２）障害者就業・生活支援センターを中心とした関係事業所間のネットワー

クを強化し、一般就労への移行促進に向けた取組を進めることが重要です。 

・障害者就業・生活支援センターの機能強化の充実（就労移行支援事業所等との

連携及び支援、地域におけるネットワークの構築支援等） 

・就労に向けたアセスメントの充実 

 

（３）障がい者の障がい特性に対応した相談支援体制の整備や多様な就労先の

確保が必要です。 

・障がい特性に対応した専門的な相談支援体制、支援者研修の充実 

・多様な就労の場の確保 

 

（４）就労が継続困難な障がい者に対し、支援機関や事業所などがサポートす

ることにより、少しでも就労が継続できるよう支援を行う体制が必要です。 

   ・障害者就業・生活支援センター、ハローワーク等関係機関の連携の強化 

・平成 30 年度における「就労定着支援」サービスの創設 

 

（５）福祉事業所における工賃は依然として低い状況にあり、関係機関の協働

体制の向上や各事業所の自主的な取組を促進することが重要です。 

    ・工賃向上に向けた取組の支援、優先調達の推進 

  



１ 県障害福祉計画における成果目標及び実績

（１）福祉施設からの一般就労移行者数

H24 H25 H26 H27 H28 H29
目標 - - 110 - - 191
実績 95 138 161 164

（２）就労移行支援事業の利用者数

H24 H25 H26 H27 H28 H29
目標 - - - - - 313
実績 163 148 201 244

※実績は国保連データ3月分実績

（３）就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合

H24 H25 H26 H27 H28 H29
目標 - - - - - 65.6%
実績 26.7% 26.3% 22.7% 30.8%

２ 事業所数、定員、利用者数の推移
H24 H25 H26 H27 H28

事業所数 17 15 18 24 32
定員 185 165 194 285 346

利用者数 167 135 133 172 252
事業所数 21 41 51 61 71
定員 392 760 980 1,128 1,281

利用者数 301 628 944 1,135 1,322
事業所数 163 152 173 179 194
定員 2,743 3,042 3,405 3,464 3,761

利用者数 2,367 2,551 2,788 2,302 3,070
※事業所数及び定員は4月1日時点、利用者数は国保連データ4月分実績

 
就労移行
支援

就労継続
支援A型

就労継続
支援B型

事業所数 2 11 22
定員 26 195 386

事業所数 5 15 26
定員 81 280 531

事業所数 5 11 22
定員 61 244 459

事業所数 4 9 37
定員 52 165 673

事業所数 1 6 27
定員 20 95 482

事業所数 8 11 36
定員 80 181 784

事業所数 5 5 23
定員 36 90 441

事業所数 1 1 4
定員 10 20 65

事業所数 0 2 4
定員 0 20 70

事業所数 31 71 201
定員 366 1,290 3,891

紀北

紀南

計

第4期

第3期 第4期

就労継続支援A型

第3期

第3期 第4期

就労移行支援

鈴鹿・亀山

津

松阪多気

伊勢志摩

伊賀

就労継続支援B型

３ 圏域別の事業所数、定員（平成29年2月１日時点）

圏域

桑名員弁

四日市



４ 就労移行等実態調査結果

（１）事業別の一般就労者数
（参考）全国

135 27 28.4% 20.0% 119 26 18.8% 21.8% 191 36 22.4% 18.8% 200 41 25.0% 20.5% 27.2%

650 20 21.1% 3.1% 931 60 43.5% 6.4% 1,089 56 34.8% 5.1% 1,193 66 40.2% 5.5% 4.1%

2,617 45 47.4% 1.7% 2,909 44 31.9% 1.5% 3,020 53 32.9% 1.8% 3,140 53 32.3% 1.7% 1.6%

3,402 92 2.7% 3,959 130 3.3% 4,300 145 3.4% 4,533 160 3.5% 4.5%

4,244 3 3.2% 0.1% 4,434 8 5.8% 0.1% 4,606 16 9.9% 0.1% 4,553 4 2.4% 0.1%
95 138 161 164

※利用者数は翌年度4月1日時点

（２）事業別の退所理由（H２７）

就職者
合計

3
在宅就
業

4
起業
自営業

5
移行
へ転所

6
Ａ型へ
転所

7
Ｂ型へ
転所

8
期間満
了

（移行の
み）

9
その他
施設

10
在宅

11
転居

12
入院

13
死亡

14
その他

15
不明

合計

200 41 1 0 2 8 5 8 3 10 2 0 1 6 0 87
1,193 66 1 3 4 33 12 0 4 60 9 16 4 42 34 288
3,140 53 1 0 7 44 41 1 38 49 7 53 17 29 8 348
4,533 160 3 3 13 85 58 9 45 119 18 69 22 77 42 723

4,553 4 0 0 6 6 42 1 98 38 9 46 50 24 2 326
9,086 164 3 3 19 91 100 10 143 157 27 115 72 101 44 1,049

H27
利用者数 移行率 利用者数 移行率利用者数 一般就労者数移行率 利用者数

事業の種類
H24 H25 H26

就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型

移行率一般就労者数 一般就労者数 一般就労者数

小計

生活介護、自立訓練
計

生活介護、自立訓練
計

小計

事業の種類

就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型

H26移行率

平成27年度に利用を終了した者の退所理由（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
H28年4
月1日
時点の
利用者
数



（３）事業別の障がい種別内訳

24 17.8% 2 7.4% 24 12.0% 2 4.9% 0 -5.8% 0 -2.5%
64 47.4% 18 66.7% 81 40.5% 25 61.0% 17 -6.9% 7 -5.7%
36 26.7% 4 14.8% 75 37.5% 9 22.0% 39 10.8% 5 7.1%
11 8.1% 3 11.1% 20 10.0% 5 12.2% 9 1.9% 2 1.1%

135  27  200  41  65 14
173 26.6% 6 30.0% 267 22.4% 8 12.1% 94 -4.2% 2 -17.9%
189 29.1% 4 20.0% 315 26.4% 12 18.2% 126 -2.7% 8 -1.8%
275 42.3% 9 45.0% 566 47.4% 45 68.2% 291 5.1% 36 23.2%
13 2.0% 1 5.0% 45 3.8% 1 1.5% 32 1.8% 0 -3.5%

650  20  1,193  66  543 46
216 8.3% 3 6.7% 297 9.5% 5 9.4% 81 1.2% 2 2.8%

1,529 58.4% 15 33.3% 1,696 54.0% 16 30.2% 167 -4.4% 1 -3.1%
787 30.1% 21 46.7% 1,007 32.1% 29 54.7% 220 2.0% 8 8.1%
85 3.2% 6 13.3% 140 4.5% 3 5.7% 55 1.2% -3 -7.7%

2,617  45  3,140  53  523 8
※利用者数は翌年度4月1日時点

（４）各事業所の一般就労者数別の内訳（H２７）

11 42.3% 33 50.0% 151 81.2% 195 70.1%
1 3.8% 17 25.8% 24 12.9% 42 15.1%
7 26.9% 8 12.1% 6 3.2% 21 7.6%
7 26.9% 8 12.1% 5 2.7% 20 7.2%

26 66 186 278

（５）就労移行支援事業所における一般就労への移行率

3 20.0% 10 52.6% 9 40.9% 11 42.3%
2 13.3% 0 0.0% 3 13.6% 0 0.0%
3 20.0% 2 10.5% 2 9.1% 3 11.5%
3 20.0% 2 10.5% 3 13.6% 4 15.4%
4 26.7% 5 26.3% 5 22.7% 8 30.8%

15 19 22 26
※一般就労への移行率は、一般就労移行者数/翌年度4月1日時点の利用者数

就労移行支援

就労継続支援A型

一般就労者数 利用者数 一般就労者数

計
身体障がい
知的障がい
精神障がい

知的障がい
精神障がい

発達障がい、難病その他

発達障がい、難病その他

計

0人
1人

3人以上
計

2人

事業の種類

計

移行率
H24 H25 H26

30%～

H27

0%
0%超～10%未満
10%～20%未満
20%～30%未満

事業所数 事業所数 事業所数 事業所数

事業所数 事業所数 事業所数
計

就労継続支援B型

一般就労者数
就労移行支援 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型

計

身体障がい
知的障がい
精神障がい

発達障がい、難病その他

利用者数 一般就労者数 利用者数
身体障がい

障がい種別
H27 増減（H27-H24）H24







三重県障害者自立支援協議会への報告（地域移行課題検討部会） 

 

                        平成２９年２月１４日 

 

１ 地域移行課題検討部会開催状況 

 第１回 平成２８年８月１９日（金）１３：３０～１６：３０ 

 場所：三重県障害者相談支援センター会議室 出席状況：委員５名出席 

 第２回 平成２８年１０月２６日（水）１３：３０～１６：３０ 

 場所：三重県障害者相談支援センター会議室 出席状況：委員３名出席 

 第３回 平成２８年１１月１４日（月）１８：００～２１：００ 

 場所：三重県障害者相談支援センター会議室 出席状況：委員３名出席 

 第４回 平成２８年１２月１２日（月）１３：３０～１６：３０ 

 場所：三重県合同ビルＧ１０１会議室 出席状況：委員４名出席 

 第５回 平成２９年２月７日（火）１３：３０～１６：３０ 

 場所：三重県障害者相談支援センター会議室 出席状況：委員５名出席 

 

２ 地域移行課題検討部会の委員構成 

・特定非営利活動法人ピアサポートみえ 杉田 宏 氏 

・社会福祉法人維雅幸育会上野ひまわり作業所 奥西 利江 氏 

・社会福祉法人三重済美学院 済美寮 黒田 伸 氏 

・有限会社 With A Will 市川 知律 氏 

・鈴鹿医療科学大学 貴島 日出見 氏 

・社会福祉法人愛恵会 相談支援事業所こだま 島 優子 氏 

 

３ 検討経緯 

 本年度は、昨年度検討すべき議題として、選出した、下記１０項目のうち、

優先順位をつけて、「（１）サービス等利用計画の地域移行項目追加について」

に関して、具体的な検討を行った。 

 その結果、障害者入所施設等の入所者のサービス等利用計画を作成する際に、

地域移行の可能性の検討を十分行うことが必要であり、そのために役に立つツ

ールとしてサービス等利用計画の策定時に用いる地域移行アセスメントシート

（案）を作成した。 

 

（１）サービス等利用計画の地域移行項目追加について 

（２）意思決定支援のガイドライン検討について 

（イギリス２００５年意思能力法をベースとした入所者（利用者）に接する



   

場合の心得（権利の保障）の作成、支援プロセスのマニュアル・ガイドライ

ン等） 

（３）地域の受け皿、グループホームの充実に向けた取組み方針の作成 

（４）一時避難的な地域生活に資する場所（短期入所等）の確保策の検討につ

いて 

（５）相談支援を充実させるための方針の作成（介護保険との連携など） 

（６）地域移行支援研修の評価と改善案の作成 

（７）三重県障がい福祉従事者人材育成ビジョンの検証（地域移行課題検討の

観点から） 

（８）入所施設等の関係者のモチベーション向上方策（減算対策、優良事業所

表彰等） 

（９）施設入所することなく地域生活を継続させていくための方策（入所待機

の仕組みの検討等） 

 

４ 地域移行アセスメントシート（案）にかかる部会意見 

（１）地域移行アセスメントシート（案）の作成趣旨 

障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利条約」という。）の第１９条に

おいて、居住の自由が定められ、障害者支援施設等の施設入所者においても、

本人の意思に基づく支援の方向、具体的には望む場合はできるかぎり地域生活

の実現に向けた支援を行うことが求められている。 

また、障害福祉サービスの利用にあたっては、サービス等利用計画を作成し

なければならず、そのサービス等利用計画は本人の意思を尊重して作られるも

のとされており、障害者支援施設等への入所支援についても例外ではない。 

したがって、障害者支援施設等の入所者の入所サービスを受けるにあたって

も、本人の意思、希望を実現するための支援の方向性を基にしたサービス等利

用計画を作る必要があり、その際には、どこにどのように住みたいのかという

ことやその生活の実現のための支援を記載していくことになる。 

本人の意思、希望の聴き取り、その実現のための支援の方向性を定めていく

ための補助シートとして、地域移行アセスメントシート（案）を作成したもの

である。 

 

参考 

障害者の権利に関する条約 第 19 条（a）「障害のある人が、他の者との平等を基礎として、
居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること、並びに特定の生活様
式で生活するよう義務づけられないこと。」 

 

 



   

（２）地域アセスメントシート（案）の今後の検討方針 

平成２９年度中に地域移行アセスメントシート（案）に必要な修正を加え、

成案とすべく、施設や相談支援専門員に呼びかけて、地域移行アセスメントシ

ート（案）のモデル使用を実施する。それにより、効果を測定するとともに、

記入例や記入の仕方の説明書を作成していく。 

そういった作業を行った上で、地域移行アセスメントシート（案）の普及推

進について県当局に答申すべきと考えている。 

 

５ 本会への提案 

（１）本部会において、作成した、地域移行アセスメントシート（案）の内容

について、ご意見をいただきたい。 

（２）この地域移行アセスメントシート（案）の今後の検討方針について、ご

意見をいただきたい。 















 

【人材育成ビジョン策定の経緯と現状】（平成 29年 1月時点） 

 

・三重県では、平成 18 年度から現在に至るまで相談支援やサービス管理責任者の研修を直

営で実施しています。 

 

・当初は、県下の特定の民間事業所の方々に国指導者研修に行っていただき、そのまま伝

達研修という形で研修を実施していましたが、平成 21年頃から県の実情に合わせて研修を

行うよう国の指導者研修の形が変わってきました。 

 

・また、研修内容を国研修に行った講師まかせにすると質の担保などの課題があり、研修

の中身を協議して進めていく必要性が出てきました。 

 

・その中で、三重県の特別アドバイザーになっていただいていた山梨学院大学竹端先生か

ら、目先の事ではなく、中・長期的な人材育成を考えていくための人材育成部会の設置に

関して助言をいただき、平成 21 年度に研修企画運営検討委員会準備会を立ち上げ、平成

22年度には研修企画運営検討委員会を作り、その後徐々に発展させていきました。 

 

・また、人材育成の中心的な理念として「本人中心」を掲げるにあたり、研修の企画立案

にも障がい当事者の方々に参画をいただくべきではないかということになり、平成 22年度

から複数の障がい当事者の方々をオブザーバーとして招き、現在では同じ立場（＝研修委

員）で活動していただいています。 

 

・その後、実施すべき研修の増加や計画相談の拡大に伴い、三重県として分野、職種を問

わず貫いた理念を確立し、核となるスーパーバイザーのような地域で活躍できる人材を育

て、地域に浸透させていくことが必要になってきました。また、各地域でも同じように人

材育成をしていくなかで、方向性がバラバラにならないよう地域の中で指針になる、県と

して理念を持つことも必要でした。それらを目指してくために、平成 26年度、人材育成検

討委員会において人材育成ビジョンを策定し、第 4 期障害福祉計画（みえ障がい者共生社

会づくりプラン）において県の重点施策として盛り込むことになりました。 

 

・平成 27年度には人材育成検討委員会を県自立支援協議会の部会として正式に位置づけま

した。 

・なお、平成 29 年 1 月現在、65 名が研修ファシリテーター（兼人材育成検討部会の研修

企画 WG委員）として活動しています。障がい当事者の方々も交え、官民共同で、相談支援

従事者研修やサービス管理責任者等研修、権利擁護研修などの研修を企画運営しています。 

 

・なお、三重県の障害福祉従事者の人材育成ビジョンは、今後も人材育成検討部会の中で

障害福祉計画の進捗管理とあわせて PDCAサイクルにより、定期的に見なおしをしていくこ

とになっています。 

 



 

【策定にあたり参考にした資料等】 

「埼玉県障害者相談支援従事者人材育成ビジョン」 







研修・会議名 期間 日付

相談支援従事者初任者研修
（サビ管要件のための講義部分）

2日 7月14・15日

相談支援従事者初任者研修（講義・演習）
（第１クール）

6日 7月14・15日、7月27・28日、8月2・3日

相談支援従事者初任者研修（講義・演習）
（第２クール）

6日 7月14・15日、7月27・28日、9月15・16日

研修・会議名 期間 日付

専門コース別研修（スーパーバイズ研修） 1日 6月7日

専門コース別研修（スーパーバイズ研修） 1日 6月30日

専門コース別研修（障がい児支援） 1日 9月30日

専門コース別研修(高次脳機能障がい) 1日 1月27日

専門コース別研修(地域移行・地域定着) 1日 2月23日

研修・会議名 期間 日付

相談支援従事者現任研修 3日 10月5・6・7日

研修・会議名 期間 日付

サービス管理責任者研修（共通講義） 1日 11月2日

介護分野 2日 11月9・10日

地域生活（知・精）分野 2日 11月16・17日

就労分野 2日 11月30、12月1日

児童発達支援管理責任者研修 2日 12月8・9日

身体分野 - -

研修・会議名 期間 日付

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修①クール） 2日 1月25・26日

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修②クール） 2日 2月1・2日

強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 2日 2月15・16日

研修・会議名 期間 日付

障害者虐待防止・権利擁護研修（共通講義） 1日 10月25日

障害者虐待防止センター担当職員等コース 1日 10月27日

障害者福祉施設従事者コース 1日 12月15日

研修・会議名 期間 日付

精神科医療と福祉の連携研修会【基礎編】 1日 11月22日

精神科医療と福祉の連携研修会【実践編】 1日 12月9日

研修・会議名 期間 日付

障害当事者支援プロジェクト（月１回開催） ＰＭ

4月26日、5月12日、6月28日
7月20日、8月25日、9月28日

10月19日、11月15日、12月21日
1月19日、2月8日、3月24日

平成28年度 研修会開催実績



三重県障害者自立支援協議会への報告（医療的ケア課題検討部会） 

平成２９年２月１４日 

１ 開催状況 

第１回  

日時：平成２８年９月１３日（火）  １３：３０～１６：００ 

場所：三重県津庁舎６６会議室    委員出席状況：１名欠席 

第２回 

日時：平成２８年１２月１２日（月） ９：３０～１２：００ 

場所：三重県合同ビルＧ４０１会議室 委員出席状況：欠席なし 

 

２ 委員構成 

・当事者、当事者家族 奥田恵美 氏  

・市立四日市病院 医療ソーシャルワーカー 岡香織 氏 

・独立行政法人国立病院機構三重病院 医療ソーシャルワーカー 髙村純子 氏 

・三重大学附属病院小児トータルケアセンター センター長 岩本彰太郎 氏 

・特定非営利活動法人自立生活センターCIL・ARCH 代表 畠中忠 氏 

・社会福祉法人聖マッテヤ会 理事・施設長 池田修一 氏 

・桑名市 中央保健センター 保健師 大平道絵 氏 

・訪問看護ステーション福寿草 管理者 伊藤朋子 氏 

・三重県立特別支援学校 教諭 米本俊哉 氏 

 

３ 検討内容 

  下記のとおり議題を行った。なお、主な意見については別紙のとおり。 

・医療的ケアを必要とする障がい児・者の支援構築事業の全県展開に向けて（相談支援・通

所サービスの充実、相談支援専門員の人材育成について） 

・短期入所について 

・移動支援、通学支援について 

・支援者の人材育成、医療的ケアの支援の普及・理解促進について 

 

４ 今後の検討予定 

 来年度についても、引き続き課題に対する具体策を検討していただくため、２回程度開催す

る。 

 医療的ケアを必要とする障がい児・者の支援拠点構築事業の進捗状況や、当該事業によって

見えてきた課題等について事務局から報告を受け、それを踏まえた議論を行う。 

 委員については、今年度と同じ委員構成で開催する予定である。 



平成２８年度医療的ケア課題検討部会における主な意見一覧

課題
具体的な内容

（議題として扱ったものは★）
意見

★短期入所の充実⇒緊急時、レスパイトなど必要な時に利用できる

・医療型短期入所事業所の確保 ・福祉型短期入所事業所での受入れ ・介護保険施設等の活用

〇通所サービスの充実⇒希望の事業所へ通所できる

・医療的ケアができる生活介護事業所、児童発達支援事業所の確保 ・送迎支援の確保（送迎など）

〇在宅サービスの充実⇒生活支援、在宅医療が受けられ家族丸抱えから脱却する

・居宅介護、訪問看護、訪問介護、訪問診療、訪問歯科、訪問リハビリ、訪問療育の充実

・入院同行支援の利用 ★移動支援の確保 ★通学支援の確保

★相談体制の充実⇒本人及び家族のニーズに応じたサービス利用、支援のコーディネート

・指定特定相談（計画相談） ・市町委託相談 ・専門的相談支援

・多職種連携、医療と福祉をつなぐコーディネーターの確保

〇医療的ケアが出来る支援者の人材育成

・看護師 ★介護士

〇コーディネーターの人材育成

★相談支援専門員 ・ＭＳＷ ・訪問看護師 ・保健師

★医療的ケアの啓発、理解促進

受入れ
体制
づくり

〇短期入所に関すること
＜基幹病院等の活用に関する意見＞
・看護師の負担が増加するため、普段利用しているヘルパーなどの付添いが出来るといい。

＜福祉型短期入所での受入れ関する意見＞
・重症ではない方は福祉型短期入所でも受け入れるよう、役割をすみわけるべき。
・スムーズに運営していくためには、他県が行っているような運営費補助などの支援が必要。

＜短期入所全般の意見＞
・本人の家の近くで事業所を整備していく必要がある。
・支援の質が求められている。

〇在宅サービスに関すること
＜移動支援、通学支援に関すること＞
・学校の近隣にある放課後等デイサービス事業所などの送迎車を通学にも利用出来ないか。
・医療的ケアが必要な障がい児は必ずしも特別支援学校に通っている訳ではないため、県ではなく市町が対応してくべき。
・移動支援事業を通学にも利用出来ないか。
・訪問看護師の同乗が必要。

〇相談支援に関すること
＜多職種連携に関する意見＞
・地域の実数とニーズ把握を支援者の動機づけを行うことが必要。
・事例検討を継続するための仕組みや予算が必要。e-ケアネット四日市やそういんのノウハウを参考に体制構築を進めては
どうか。
・津圏域で県の中心となる多職種のネットワークを作り、そこを中心に県内に広げていくのがよい。
・事例検討会を行うことで見えてきた課題を解決するために、制度を変えていく必要があるようなことについて、行政に伝えら
れる場が必要である。
・当事者の力を活かしていくことも大切。
・行政の中でもうまく連携していくことが必要。

人材育成
・確保

〇看護師、医師、介護士の人材育成

＜看護師に関する意見＞
・老人保健施設で受入れを可能とするためには、看護師の質を上げていく必要がある。

＜介護士に関する意見＞
・利用者とよい信頼関係が築けるヘルパーの人材育成が必要。
・医師や看護師との連携が強化されれば増加していくのでは。
・特定行為の研修を受けた方が実際にケアを行うまでに一工夫必要。
・介護士が訪問看護師と一緒に実際の医療的ケアについて３か月程度学ぶというようなことをモデルとして実施してはどう
か。

＜医療的ケアができる人材育成全般に関する意見＞
・利用者一人ひとりのことを理解するためのの研修が増えると安心感に繋がる。

〇医療的ケアの啓発、理解促進に関する意見＞
・医療的ケアが必要な方やその家族が発言する機会を増やす。
・当事者で発言出来る方が何人も育っていき、それぞれが語れるようになればいい。

〇全般に関わる意見
・福祉職には医療用語がわからなかったり、医療職には福祉用語がわからなかったりする課題を解決していく必要がある。
・地域で中心になって医療的ケアが必要な方の支援を行うような事業所の支援者を対象に行えばよい。


